
必要性の有無（効果について）

必要性の有無（影響について）

ＰＩ外環沿線協議会　今後についての提案

○首都圏における自動車交通について

○外環を整備する場合の効果

　・環境面での効果

　・地域交通への効果

　・渋滞の緩和

　・広域交通の利便性の向上

○環境に与える影響

　・大気への影響（換気塔周辺、ＪＣＴやＩＣ周辺）
　 ・騒音、振動の影響（ＪＣＴやＩＣ周辺）

　 ・地下水に与える影響

○生活に与える影響

　・地域分断

     ・移転の影響

　 ・ＪＣＴやＩＣ周辺の交通集中

○費用対効果

交通政策について

首都圏の交通の現状と課題について
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「外環オープンハウス」について
１．目的

○沿線地域を対象に、外環についてお知らせするとともに、市民の意見

を把握する活動のひとつとして、「外環オープンハウス」を開催する。

○ 「外環オープンハウス」では、従来の説明会や相談所に替わり、地元

７区市民と行政とのよりきめ細かなコミュニケーションを図り、意見

の把握を行う。

○ ＰＩ外環沿線協議会と地元７区市民との情報の共有を図る。

２．開催概要
（１） 時期

○１０月～１１月の週末（金曜日：14時～20時、土曜日：13時～17時）
に地元７区市で開催

（２）場所

○７区市主要駅周辺の臨時会場（公共施設内のロビー・会議室等）

３．内容

①情報の提供

・パネルの展示

・リーフレット等の資料の配布

②意見の把握

・市民とスタッフとの１対１の対話を通じた意見聴取

・会場内アンケートの実施

＜「オープンハウス」のイメージ＞

アメリカ（アリゾナ州フェニックス市）において事業者が主催した新たなＬＲＴ計画に関するオープンハウス
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交通量 走行量

（万台／日） （万台キロ／日）

２ 埼玉県　⇔　神奈川県 2.9 91

３ 千葉県　⇔　神奈川県 2.8 87

４ 東京都多摩地域　⇔　神奈川県 3.0 54

５ 千葉県　⇔　山梨県 1.3 41

６ 東京都多摩地域　⇔　千葉県 1.2 40

７ 神奈川県　⇔　茨城県 1.2 35

８ 千葉県　⇔　中部以西 0.9 30

９ 千葉県　⇔　千葉県 1.0 28

１０東京都多摩地域　⇔　埼玉県 1.8 23

１ 4.2 106埼玉県　⇔　千葉県

地　　域

交通量 走行量

（万台／日） （万台キロ／日）

１ 埼玉県　⇔　神奈川県 1.4 45

２ 千葉県　⇔　神奈川県 1.2 37

４ 千葉県　⇔　中部以西 0.6 20

５ 神奈川県　⇔　茨城県 0.6 20

６ 神奈川県　⇔　栃木県 0.4 14

７ 神奈川県　⇔　東北・北陸 0.4 13

８ 東京都多摩地域　⇔　千葉県 0.4 12

９ 東京都多摩地域　⇔　神奈川県 0.6 12

１０茨城県　⇔　中部以西 0.3 8

３

地　　域

1.2 29埼玉県　⇔　千葉県

２３区通過交通の主な内訳２３区通過交通の主な内訳
全車種 大型車

○交通量  ３５万台／日
○平均区部走行距離  ２０．５ｋｍ
○走行量  ７２０万台キロ／日

○交通量  １０万台／日
○平均区部走行距離  ２９ｋｍ
○走行量  ２９０万台キロ／日（平日） （平日）
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資料：Ｈ６道路交通センサス
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環状７・８号線における通過交通の内訳環状７・８号線における通過交通の内訳

資料：東京都環境局、ナンバープレート調査（平成12年）

環状７･８号線（国道246号～目白通り）

における通過交通の割合

環状７号線環状８号線

環状７･８号線(国道246号～目白通り)

における大型車の割合

環状８号線
地点世田谷区八幡山

環状７号線
地点：練馬区豊玉

通り抜け交通 通り抜け交通

沿道に用事
のある交通

沿道に用事
のある交通

２３％ ３４％

７７％ ６６％

交通量

79,000台/日

交通量

65,000台/日

大型車 大型車
２２％ ２４％

普通車 普通車
７８％ ７６％

交通量

79,000台/日

地点：世田谷区八幡山 地点：練馬区豊玉

交通量

65,000台/日
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　○環境問題
　○福祉・医療問題　　高齢者独居、地域ケアなど
　○教育　　　　　　　保育待機、不登校など
　○その他　　　　　　ごみ処理、上下水道など

○都市化の進展に追いつかない都市基盤
　　　（道路・鉄道・空港　等）

交通問題・主な原因

都市交通問題の解決
快適な都市活動の実現

容
量
拡
大

効率的な施設整備
（道路ネットワークの形成）

・規制・誘導
・既存施設の有効活用
・車利用の意識改革

交通政策について

対　　　　　　　　　策

TDM新たな整備

TDMだけでは困難
・ロードプライシング

・公共交通の活用

・パークアンドライド

・駐車マネジメント　等

・外環

・首都高中央環状線

・環八、放五　等

需
要
調
整

○交通問題
渋滞、通勤混雑など

都市問題
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東京都の総合計画等における外環の位置づけ

計画名称 策定時期 計画期間 外環の位置づけ
東京都長期計画 昭和 38 年 昭和 36～45年度 記載なし
基幹的重要事業実施計画 昭和 41 年 昭和 41～43年度 記載なし
これからの東京
－20 年後の展望－

昭和 42 年 昭和 42～60年度 第 5 章第 1 節 5-1-2(1)諸計画の事業化についての一つの試算に、道路計画
として外郭環状道路が位置づけられている。
また第 5 章第 2 節 5-2-2(2)道路輸送に、「昭和 60 年においては、一般道路
のほかこれら計画路線が完成され、混雑個所は局部的に残るところもある
が道路条件はかなり改善されるであろう。」と記載されており、この計画路
線の一つに外郭環状道路が位置づけられている。

東京都中期計画 昭和 43 年 昭和 44～46年度 記載なし
東京都中期計画 昭和 44 年 昭和 45～47年度 記載なし
東京都中期計画 昭和 45 年 昭和 46～48年度 記載なし
広場と青空の東京構想（試案） 昭和 46 年 記載なし
東京都中期計画 昭和 46 年 昭和 47～49年度 記載なし
東京都中期計画 昭和 47 年 昭和 48～50年度 記載なし
東京都中期計画 昭和 49 年 昭和 49～51年度 記載なし
東京都行財政三か年計画 昭和 51 年 昭和 52～54年度 記載なし
東京都行財政三か年計画 昭和 52 年 昭和 53～55年度 記載なし
マイタウン東京 '81
－東京都総合実施計画－

昭和 56 年 昭和 56～58年度 記載なし

東京都長期計画
マイタウン東京－21 世紀をめ
ざして

昭和 57 年 昭和 56～65年度 第 2 部第 2章第 5 節第 1項に、「都心より 15km 圏に位置する外郭環状道路
は、都内区間のうち関越自動車道から北の埼玉県に隣接する区間（約
1.5km）の整備の優先度が高く、都市計画決定以降の経過を踏まえ、事業
主体である国等の速やかな対応を期待するとともに、地元住民の理解を得
るために十分な配慮がなされるよう努力していく。」と位置づけられてい
る。

第二次東京都長期計画
マイタウン東京－21 世紀への
新たな展開

昭和 61 年 昭和 61～70年度 第 2 部第 2章第 5 節第 1 項に、「外郭環状道路については、関越自動車道～
埼玉境間の整備を促進する。関越自動車道以南の区間については、環境保
全がはかられるよう道路構造等について国等関係機関と十分協議してい
く、また業務核都市を結ぶ核都市広域幹線道路について検討していく。」と
位置づけられている。

第三次東京都長期計画
マイタウン東京－21 世紀をひ
らく

平成 2 年 平成 3～12年度 第 3 部第 2章第 9 節(1)に、「関越自動車道から埼玉境間の整備を促進し、早
期開通をめざす。また、関越自動車道以南については、環境に配慮した道
路構造を検討のうえ、関係機関と協議をすすめ、計画の具体化をはかり、
整備を促進する。」と位置づけられている。

マイタウン東京 '93
東京都総合実施計画

平成 4 年 平成 5～7年度 第 2 部第 2 章第 9 節(1)に、「関越自動車道から埼玉境間の 5 年度開通を目
指す。また、関越自動車道以南については、環境に配慮した道路構造を検
討のうえ、関係機関との協議をすすめ、計画の具体化をはかる。」と位置づ
けられている。

東京都 2015 年長期展望
－活力とゆとりの東京へ－

平成 6 年 平成 26 年を目標 記載なし

とうきょうプラン '95
東京都総合 3 ヶ年

平成 7 年 平成 7～9年度 第 2 章第 6 に、「関越自動車道以南については、沿道地域の土地利用やまち
づくりとの整合、環境保全等の観点から地下式を含めた道路構造など、計
画の具体化を検討していく。」と位置づけられている。

東京構想２０００
－千客万来の世界都市をめざし
て－

平成 12 年 平成 13～27年度 第 1 部第 3 章 2 に、「東京圏の骨格的な広域幹線道路ネットワークの要とも
いえる路線であり、都市活動の効率化や生活の利便性の向上に大きな効果
をもたらす、また外環の完成により都心部等を通過する交通を迂回させ、
交通混雑を緩和し、大気汚染を改善することができる。」と位置づけられて
いる。

環状メガロポリス構想 平成 13 年 平成 37 年を目標 4.広域連携展開の中の、迅速なアクセスを実現する交通連携に個別施策とし
て首都圏３環状道路（中央環状、外環及び圏央道）が位置づけられてい
る。

東京の新しい都市づくりビジョ
ン
－都市再生への確かな道筋－

平成 13 年 平成 13～37年 第 4 章第 1 節 3(2)①道路網の整備／広域幹線道路の整備促進に、「国等と連
携して、首都圏の広域幹線道路ネットワークを形成する首都圏３環状道路
（中央環状、外環及び圏央道）の完成をめざす。」と位置づけられている。
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さいたま市（埼玉県庁）

所要時間の短縮効果事例所要時間の短縮効果事例（外環の埼玉区間）（外環の埼玉区間）
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渋滞緩和箇所（平成１０年１１月１８日現在）

一般国道463号
(さいたま市大門)

さいたま市大門

周辺道路の交通量の変化周辺道路の交通量の変化（外環の埼玉区間）（外環の埼玉区間）

さいたま市大門

川口市芝

足立区梅島

●

●

●

●
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東名高速～関越道間の所要時間の変化 東名高速～関越道間の所要時間の変化

●首都高速利用による関越道～東名高速間の所要時間の変化 ●環状８号線利用による関越道～東名高速間の所要時間の変化

資料／現況時間は、Ｈ11年度道路交通センサス

　　　外環完成時は、距離16km、設計速度80km/hより算出

東名高速～関越道の所要時間の比較東名高速～関越道の所要時間の比較
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